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特集報告(長 期化 した雲仙普賢岳の火山災害の地域への影響 と対応策)
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雲仙普賢岳の噴火活動は, 噴火当初, 短期に終息するとの見込みのもとに防災施設や都市施設の整備が検討され

た. しかし, 火山活動の長期化 ・大規模化に伴って, 火山活動が継続するなかで防災施設を建設した り, 都市機能

を維持 したり, 市民の快適な生活を守ることが必要となった. 前例のない事態に対して, 様々な技術の導入および

対策が行われた. 本報告では, 雲仙普賢岳の火山災害対策で導入された防災施設および都市基盤整備 についての調

査結果を述べる. 

Key Words: volcanic disaster,  prolonged volcanic actlvity,  facility and equijoment for countermeasure 
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1. はじめに

 雲仙普賢岳の噴火活動は, 平成2年11月17日 に始ま

り, すでに5年 が経過した. 平成7年5月 に火山活動の

停止が確認されているが, 今後も溶岩ドームの落下およ

び土石流の発生が心配され, 厳重な警戒が続けられてい

る. 

 雲仙普賢岳の火山活動は当初, 短期的に終息するとの

見通しのもとに平成3年6月 から9月 にかけて火砕流

および土石流で被災した水無川流域を中心とした砂防

ダムや導流堤の建設および都市基盤の整備などの防災

対策や復興計画が策定された. 島原市を中心とする被災

地では 火砕流や土石流による被害の拡大を防ぐための

遊砂地の建設などの応急対策が行われた. 

 しかし, 火山活動は活発な状態が続き, 警戒区域が解

除できないため, 砂防ダムなどの恒久対策に着手するこ

とができなかった. この間, 平成5年4月 末から8月に

かけて火砕流および土石流被害が水無川流域に加えて

中尾川流域にも拡大し, 島原市は一時孤立した. この3

年間の経験から, 応急対策だけでは被害の拡大を防げな

いことも明らかになった. このため, 火山活動がこのま

ま長期化することを前提として, 砂防工事を行い, 都市

基盤やライフラインを整備するとともに, 火山と共生し

たまちづくりをする必要が出てきた. 砂防計画は当初, 

恒久計画しかなかったため着工の目途がつかないまま

被害の拡大を防ぐことができなかった. 建設省は緊急対

策の導入や, 火山活動に無関係に防災工事が可能な無人

化施工および有人施工を導入した. 電力, 電気通信など

のライフラインでは, 火山活動に対する防災対策として, 

システムの多ルート化, ブロック化, 地下もしくは高架

化を図り, 火砕流, 土石流に強いシステムを構成してき

た. また, 道路や鉄道においても土石流の影響が少ない

下流域で高架化による恒久対策を実施している. さらに, 

市民も日常生活では降灰に大きなプレッシャーを受け, 

さまざまな個人レベルの対策を行った. 

 本研究では, 火山活動が長期化した場合に, どのよう

に防災施設を整備するかまた, 火山活動が継続した場合

の道路やライフラインの維持方策を調査したものであ

る. また, 島原市内全域を対象とした市民へのアンケー

ト調査の結果をもとに, 市内全域に影響を及ぼす降灰の

現状と今後の都市整備に対する市民の要望についても

報告する. 

2. 火山災害の特徴1)

 火山地域の災害には, 噴火が直接影響を与える火山活

動期における災害と, 火山非活動期(静 穏期)に おける

災害がある. 火山活動期における災害は, 噴火による現

象の相違から多岐にわたる災害形態を示す2). 直接的

(一次的)な 災害要因だけでも, 溶岩流, 火砕流, 火山
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泥流, 降下火砕物(火 山灰, 火山礫など), 火山ガス(硫

化水素, 亜硫酸ガス)な どがある. 歴史的に知られてい

る大噴火の多くは, 上述の災害要因が重複して発生して

地域に災害をもたらしている. 付随的(二 次的)な 災害

として, 山体崩壊(岩 屑流), 土砂移動による津波, 火

山性地震, 空振, 地盤変動などが挙げられる. 

火山非活動期の災害としては, 降雨による土石流, 地

震などによる火山体の大規模な崩壊, 地すべり, 岩屑流

による災害などがある. また, 火山によって, 活動様式

が異なるため, 発生する災害にもそれぞれ差異が現れる. 

火山災害に対する防災対策を策定する場合には, 有史以

後の災害履歴だけではなく, 有史以前の活動歴を参考に

すべきである. 

以下, 火山活動期の災害にしぼって議論する. 噴火に

よる火山災害は, 一般にその規模 土砂の移動速度およ

び範囲が大きい. したがって, いったん発生した場合に

は, 火砕流や山体崩壊は, 現在の技術レベルをもってし

ても制御不可能なため, これらを回避することが困難で

ある. このため, 壊滅的な災害となる可能性がある. し

たがって, 火山災害は激甚でかつ大規模となり, 社会的

な影響が非常に大きくなることが予想される. 

火山災害には, 溶岩流のように発生してから対処すれ

ば間に合うものと, 土石流のように砂防ダム, 遊砂地, 

導流堤などの砂防施設で対処できるものがある反面, 火

砕流や山体崩壊のように施設で対処できない場合があ

る. ハード対策が不可能な場合には, 警戒避難対策, 警

戒区域の設定による立入制限などのソフト面の対応が

不可欠である. さらに, 住宅や工場などの移転や土地利

用の規制が必要となるが, まだ合意形成をはかるまでに

は至っていない・

図-1 雲仙普賢岳の火山災害と砂防対策の経過
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 火山は, 発生, 発達, そして解体, 消滅の過程のライ

フサイクルをたどるが, そのタイムスケールは数万年に

及ぶ 人間の一生に比べていかにも長い. しかも, 火山

活動期の火山災害は, その火山としては希な現象である

ため, その発生頻度は, 地震や風水害などの他の自然災

害と比べてはるかに低い. このため, 危険地と認定され

ないままに土地が利用され, また火山災害対策が整備さ

れていない. しかし, 発生した場合には, 規模, 速度お

よび範囲の大きさはさることながら, 火山活動が長期間

に及ぶ特性をもつ. 

 一方, 火山災害の発生は活火山の周辺の地域に限られ

る. このため, ハザードマップ(火 山災害危険区域予想

図, 火山災害予想区域図)の作成による警戒避難対策や

都市防災などの事前対策力河 能である. 火山災害が始ま

ってからの対策では間に合わないが, 前もって火山対策

を行うことは, 今後必要と思われる. なお, 噴火活動が

始まると, 噴出土砂の堆積とその流下によって地形が変

化するため, 災害発生の予測は現地形をもとに行う必要

がある. 

 火山の噴火予知は, 観測技術の進歩などによってある

程度可能になってきているが, 終息の予測技術はまだ確

立していない. また, 噴火が終わった後も, 山腹に堆積

した土砂による土石流は10年 間程度発生することが知

られている. さらに, 火山体は力学的に不安定な構造を

もっているため, 地震などによる山体崩壊への注意が必

要である. このような災害の長期化およびその影響が長

期間に及ぶことも風水害や地震などの一過性の災害と

大きく異なる点である. わが国の災害対策は, 主として
一過性の災害を対象として立案されており, 長期化, 大

規模災害に対する災害対策は確立していない. 以上のよ

うな火山災害の特性を十分に把握したうえでの火山災

害対策や防災対策, 地域づくりが必要である. 

3. 砂防対策の策定と災害の長期化対策

(1)恒 久対策の発表と応急対策

 雲仙普賢岳の火山災害の経過と今回の議論の対象と

した砂防対策の経過を図一1に 示す(被 災した地域は本

特集報告の別報を参照). 平成3年6月3日 の大火砕流

による人的被害の発生とその後の被害範囲の拡大に伴

って, 警戒区域が設定された(図 一2). 当初は人命を

守るための避難対策, その後仮設住宅や生活の確保など

の対策が行政によって行われ, 21分野100項 目からなる

国の特別対策および(財)雲仙岳災害対策基金が創設さ

れた3). さらに島原市および深江町の義援金基金によっ

て, きめの細かい対策が可能になった. その後地域全体

を見据えた復興計画が議論され始めた. 

 復興計画の策定には, 噴火終息後の土地利用がどのよ

うになるかが前提となる. このためには, 大量に堆積し

た土砂を制御する砂防計画の策定がまず必要である. し

かし, 噴火が長期化していること, 残された狭い土地を

有効に使いたいという地元の意向が強いために, 砂防計

画の策定の時期は遅れた. 島原市, 深江町はまだ被災者

対策に追われていたため, 砂防計画の必要性は認めなが

らも復興には着手できなかった. 

 このような膠着状態のなか, 建設省, 林野庁および長

崎県で策定した砂防 ・治山施設計画基本構想が, 長崎県

の計画として平成4年2月22, 日に公表された. これは, 

水無川と赤松谷川の合流点に総延長1. 0～1. 2km, 高さ14

mの スーパー堤防 「水無川NQ 1堰堤」とその上流に砂防

ダム, さらに上流に治山ダムを設ける計画である(図一

3)・また, スーパー堤防から溢れる土石流などに備え, 

スーパー堤防から有明海に至る直線コース2. 5kmの両側

に土石流の拡散を防ぐための逆ハの字型の導流堤を築

く計画である. 導流堤は平成3年6月30日 の土石流の

図-2 警戒区域図(平 成3年9月14日 まで)

図-3 水無川の砂防 ・治山施設計画基本構想

(平成4年2月22日 公表)
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被災地に沿って計画されている. この構想は, 平成4年

1月末現在の噴火による堆積土砂を7, 000万rn3と 想定

し, 100年確率の降雨による被害をベースにしたもので

あった. この構想によって300戸 が移転対象となった. 

恒久対策とは別個に, 導流堤予定地である平成3年6月

30日の土石流による被災地に, 土石流の応急対策の1号, 

2号遊砂地(計12万m3)の 造成, 水無川の緊急連絡橋

の建設が行われた. 平成4年 の梅雨を前に地元から土石

流対策が強く要望されていたことに応えたものである. 

しかし, 1～2ケ 月で対応可能な案として, 遊砂地, 矢

板, 土のう積みなどの応急対策しか対応されなかった. 

その後, 平成4年3月 以降の赤松谷方向への土砂堆積

の進行および堆積土砂の増加で, 基本構想の見直しが行

われ, 砂防ダムおよび治山ダムの増設の見直しが平成4

年10月13日 に行われた. 当初導流堤内をセーフティゾ
ーンとして非居住区に設定し, 噴火終了後に農地として

復旧する方針で, 地元の土地を有効に使いたいという方

針に配慮した対策であった. しかし噴火の長期化に伴い, 

住民から土地の買い上げの要望が出て, 買い上げの対象

となった. 平成4年 当時立ち入りが制限されている警戒

区域が解除されている国道57号 より下流域(図 一3)

が防災対策可能であった. このため, この部分の導流堤

の建設が先行的に行われることになった. しかし, 水無

川下流域の導流堤予定地の測量は, 鎌田町内会の同意が

なかなか得られず, 平成5年8月 から開始された. 

平成4年9月9日 からの警戒区域設定期限21度 目の

延長の際, 国道57号 より山側の地域の一部が警戒区域

から避難勧告に緩和された, これに伴って, 長崎県は水

無川上流の天神元町, 札の元町にさらに3号遊砂地の建

設や水無川本川の改修計画を公表した. 3号遊砂地建設

予定地には, 宅地も含まれており, 借り上げでなく買い

上げの要望がなされた. 自立復興の目途をつけるために, 

早期に被災地の買い上げ価格の提示が住民から求めら

れていたが, 長崎県は平成4年12月22日 に基準価格の

形で提示した. さらに, 12月23日 に平成5年 度の政府

予算案で火山砂防事業の国による直轄事業が採択され

た. 

平成5年 に入ると, 火山活動に終息の見込みも出され, 

復興計画の策定や応急土石流対策が検討され始めた. ま

た, 砂防構想の水理模型実験が行われ, 構想の効果の検

証が行なわれた. 水無川の緊急土石流対策として, 3号

遊砂地17万m3の 工事が1月11日 に着工し, 3月末に

完成した. 既設の1号 および2号 遊砂地をさらに2rn掘

り下げることによって, 容量を2倍 の12万m3に 増加し

た. 平成5年4月 に建設省雲仙復興工事事務所が新設さ

れ, 水無川の火山砂防は国の直轄事業となった. 島原市

や深江町の復興計画も作成され, 生活再建や防災都市づ

くり, さらに地域活性化のための対策が揃った. 

(2)土 石流 ・火硲充被害の拡大と緊急応急対策工法検

討委員会の設置による緊急対策の導入

平成5年4月28日 ～29日 の総降水量は239mm, 最大

時間雨量は25mmで, 島原地域における10年 確率降水量

に対応する. 土石流による土砂堆積量は102. 5万rrl3で, 

これまでの平成3年6月30日 の38万m3, 平成4年8

月8日 ～15日の58万m3の 土砂量を上回り, 雲仙普賢岳

災害で最大規模となった. 特に, -平成4年 まで発生して

いなかった中尾川流域に土石流が初めて発生した. 5月

2日の雨で中尾川流域の被害がさらに拡大し, 水無川流

域の2年 前の土石流発生時と同じ状況になってきた, 水

無川流域には3基 の遊砂地と水無川の河積があったが, 

これだけでは土砂の氾濫を止めることが出来なかった. 

そこで, 建設省九州地方建設局は, 「雲仙 ・普賢岳土石

流災害に関する緊急応急対策工法検討委員会」を設置し

た、5月14日 の第1回 目の委員会で水無川と中尾川流

域に各1基 遊砂地を新設するほか, 水無川の両岸に防護

壁を設置し流路を拡大, さらに既設遊砂地の容量増強な

どの被害の拡大防止を図る1～2ケ 月で対応できる応

急対策を決めた. 

6月17日 の第2回 目の検討委員会で2年 程度で対応

できる緊急対策が初めて論議され, 仮設導流堤の建設

水無川第1号 砂防ダムの袖部建設着手などが決められ

た. 

有史以後の雲仙普賢岳の噴火は, 寛文3～4年(1663
～1664年)と 寛政4年(1792年)に 発生している4). 

これらの噴火はいずれも溶岩の流出後短期間で終息し

ている. 特に, 今回の噴火活動の経過(地 震の発生, 噴

火, 溶岩の流出)が 寛政4年 の噴火活動とよく似ている

ので, 今回の噴火活動も溶岩が流出すれば, 数ヶ月で終

息するものと想定されていた. このため, 水無川の砂防

計画は噴火活動が短期に終息するとの前提で作成され

ているため, 恒久対策しか策定されていなかったが, 噴

火活動の長期化に伴い, 恒久対策の一部に着手する緊急

対策が導入された. 

平成5年6月20日 以降, 火砕流が頻発し, 中尾川流

域の千本木地区の家屋が全域にわたり焼失した. また, 

6月26日 には, 水無川流域で火砕流の本体が国道57号

を噴火開始後初めて越えた. これらの火砕流で中尾川流

域および水無川流域の警戒区域・避難勧告区域が拡大さ

れ, 応急・緊急対策に着手できない状況になった. また, 

導流堤予定地の用地交渉の進捗状況は当時38%程 度で, 

梅雨の間は交渉は進まなかった. 集団移転先や生活再建

がはっきりしない現状で, 被災者の救済対策と防災対策

がセットになっているため前者が解決しないと防災工
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事にも着手できない状況が続いた. しかし, 土石流被害

の拡大に伴い, 本格的な施設による対策を行わないと, 

土石流被害がさらに拡大するとの認識が拡がり, 導流堤

建設予定地の用地買収への理解が得られやすくなって

きた. 災害の拡大によって, 応急対策に追われて平成5

年8月 までは, 防災工事の着工はできなかった. 

(3)ア ンケートにみる土石流対策への評価

 東京大学社会情報研究所がNHK長 崎放送局や長崎

大学工学部社会開発工学科などの協力を得て, 平成5年

8月末に被災者にアンケート調査を行った. このアンケ
ートは被害, 生活, 復旧, 情報などについて調査してい

るが, ここでは著者が設問を作成した土石流を中心とす

る防災対策についてその一部を紹介する. 

 水無川, 中尾川, 眉山の土石流がいつ頃まで続くかと

いう見通しについては 「まったく見当がつかない」

67. 3%, 「10年以上かかるだろう」21. 1%と する回答に

集中し, 短期に終息するという見通しはほとんどない。

 建設省によって計画されている水無川の砂防構想に

ついては 「砂防ダムや導流堤が計画通りに完成すれば土

石流による被害が防げると思いますか」に対しては 「あ

る程度は防ぐことができるだろう」75. 1%と 見ており, 

「完全に防ぐことができるだろう」は7. 5%に 留まって

いる. 

 これに関連して現在の砂防工事についての意見を調

べると 「もっと大規模な工事にすべきだ」39. 6%,  「計

画を根本的に見直すべきだ」30. 6%と なっており, 「現

在の計画のまま進めるべきだ」7. 1%,  「規模を縮小し

て行うべきだ」2. 6%とする回答を大きく上回っている. 

これは計画発表当時よりも堆積土砂が増えてきたこと, 

警戒区域内の砂防ダム群の工事に着手できないことに

対する対応方法など整理が充分できていないためと思

われる. 

 土石流災害を防ぐためには, 上流部の警戒区域内に導

流堤や砂防ダムが完成することが不可欠であるが, 平成

5年8月 の時点では, 工事の計画は立っていなかった, 

これについて, どう考えるかを聞いたところ, 表一1の

結果を得た. 表からは意見が分かれて, 具体的にどうす

べきという段階まで至っていないことが判る. 

(4)恒 久土石流対策の着手を巡る動き

 上述の土石流対策を恒久対策, 応急対策および緊急対

策に分けて分類すると, 図一4の 結果が得られる. 恒久

対策として, 島原深江道路の建設はすでに始まっていた

が 上流部の砂防ダムおよび治山ダムにはまだ手がつけ

られていない. これを警戒区域内と外に分けて分類する

と, 図一5の ようになる. 警戒区域内については応急対

策のみが実施され, 1～2ケ 月で完成する鋼矢板の打設, 

土のう積み, 盛土などが行われた. 災害対策基本法によ

れば, 警戒区域内では, 応急対策の実施を認められてい

るが, 恒久対策の実施に関しては想定されていない. し

かし, 市町村長の許可があれば入域できるので, 陸上自

衛隊と建設省の協力のもとに警戒区域内において砂防

ダムや導流堤の施工時の作業員の安全を守る施工の安

全管理システムを作れば防災工事を行うことが可能と

著者の一人高橋は考えた. 防災関係者と意見を交換した

が, 現行の縦劃りの行政システムでは, 建設省と防衛庁

の間の防災工事の協力体制はないため, 実現は困難であ

ることが明らかとなった. 今回両者の協議は実施されず, 

陸上自衛隊の火砕流発生の無線を傍受しながら, 防災工

事を各機関が行うという現実的なシステムが取られた. 

 これまで警戒区域への入域は, 陸上自衛隊の監視 ・協

力のもとになされた. 住民の要望をもとに, 島原市や深

江町が長崎県を通じて陸上自衛隊の協力を要請する手

続きを取った. 陸上自衛隊が火砕流の監視装置と情報収

図-4 土石流対策の分類

図-5土 石流対策と警戒区域

表-1警 戒区域内の防災工事の実施にっいての住民の意見

N=507人
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集装置を持っているので, 今回の雲仙火山災害では陸上

自衛隊が警戒区域に入域する際の危機管理を行った. 陸

上自衛隊の協力のもとに地元の島原市や深江町の住民, 

消防団員, 警察署員, 道路管理者などが入域して, 警戒

区域内の道路, ライフラインの仮復旧, 荷物の持出し, 

遺体の捜索, 応急土石流対策などが行われた. 陸上自衛

隊は人命救助のために災害派遣されており, 人命救助を

第一に活動し, 住民の要請で経済活動の再開や災害の拡

大防止に一部協力した. 

 地元住民は, 陸上自衛隊による重機を用いた土石流対

策や道路の確保などの土木工事を期待したが, 土木工事

は実現しなかった. 災害対策のシステムに危険地におけ

る陸上自衛隊の土木工事のマニュアルがないためであ

る. また, 防衛庁が建設省の防災工事の安全管理に協力

し, 建設省が土木工事を行うという省庁間の協議システ

ムもない. つまり, 住民は要望したが 島原市や深江町

は長崎県を通じて陸上自衛隊に警戒区域内の防災工事

を要請しなかった. 土木工事を行う建設省や長崎県, 建

設業者などの担当が地元に配置されていることを考慮

したものである. 地元では代替の方法がないときのみ, 

陸上自衛隊が協力するとの合意ができていたとも言え

る. 陸上自衛隊と協力して安全管理システムを作成して

工土事に着手するストーリーは出来なかった. したがって, 

警戒区域内の土石流対策は人命の安全を守りながらい

かに行うかが重要となってくる。

 噴火活動の様子から火砕流の発生方向がドームの発

生位置によって異なるので, 警戒区域と避難勧告をドー

ム発生の方向によって切り替えながら, 土石流対策を行

うことも考えられた. しかし, たびたび切り替えられる

と住民の生活ができない. また, 防災工事のため, 警戒

区域の解除をしても作業員の安全は確保されない. 工事

中の人命に対する責任を市長や町長が負うことになる

のも問題があった. 実現可能な方法としては, 砂防ダム

の位置を警戒区域外の下流側に下げることが考えられ

たが, 建設省は警戒区域内でも作業可能な無人化工法を

検討して, 技術募集 ・審査を行い, 試験施工に着手した. 

また, 建設省単独での安全管理システムの検討に入った. 

 平成5年4月28日, 5月2日 に始まる土石流被害の

拡大と島原市の孤立に伴う島原市民の窮状, デマやパニ

ックの発生, 終息の見込みがない噴火活動および平成5

年8月 の政権の交代によって, これまでの土石流対策に

ついて火山学者, 都市計画の専門家およびマスコミ関係

者などから疑問がはさまれた. 見直しの背景をまとめる

と, 計画論5), 費用対効果, 環境 ・福祉問題 技術 ・施

工問題 噴火活動の再現1生に対する危惧が挙げられた. 

しかし, これらは地元の住民の意向に無関係な提案であ

り, また, 防災工事のために土砂を買い上げ生活再建の

原資とする被災者対策と防災対策がセットになってい

るため, 全く準備のない段階での新たな構想が実行可能

な計画になるためには, さらに長時間を要する. また, 

土石流対策を放棄した場合の交通確保をどうするか, 土

砂の海への流出の拡大, 土石流の跡の景観をそのまま保

つことが出来るのか疑問も多い. 

 2, 000億 円をかけて土石流対策を行うよりも, 住宅を

失った被災者の生活再建のために使った方がよいとす

る単純明快な議論もなされた. しかし, 現行法では, 土

砂に埋没した個人の土地や家屋を国や県が買い上げる

といった個人補償のシステムはない. 被災地を防災工事

の砂防ダムおよび導流堤建設の事業用地に指定して, 国

が公共補償基準によって補償するシステムしかないた

め, 被災地を事業用地にして買い上げる方法が採用され

た. 

 土地の買い上げ代金を原資として防災集団移転促進

事業やがけ地近接等危険住宅移転事業による行政の移

転対策事業による支援と(財)雲仙岳災害対策基金によ

る支援を受けて, 被災者の住宅が再建された. 

 被災地を国が防災工事用地に無関係に買い上げ, 被災

者は諌早湾干拓へ集団移転したらどうかの提案5)につい

てのアンケート調査結果(前 出と同じ平成5年8月 のア

ンケー ト)によれば,  「条件が現在よりもよければ考え

てもいい」, 「山の様子を見てみないと何ともいえない」

とする回答が多い. 現在の計画との優劣を地較するだけ

の資料がないので, 住民は判断をつけかねたと言える. 

諌早湾干拓地への集団移転についても, まだそのような

状況に至っていないと判断していた. 

 都市防災の専門家から 「火山災害は発生頻度が低いた

めに, 火山災害危険地に住民が危険1生を知らないままに

土地を購入して居住する場合が考えられる。その場合は, 

国が危険地を買い上げること力河 能である. 浸水や土砂

災害の危険地だと知っていながら住むこととは区別す
『
べきだ」との提案が著者になされたが これについての

議論も必要であると思われる. 

 土石流対策の放棄や対策が遅れると, 土石流による家

屋などの物的被害が拡大するだけでなく, 道路・鉄道の

寸断によって島原市が孤立するために, 被災地の島原市, 

深江町のみならず島原半島全体が通勤 ・通学, 物流, 商

工業など生活全般にわたって, 被害を受ける. したがっ

て, 砂防ダムや導流堤といった恒久対策に着手できなく

ても, 土石流対策を放棄するのではなく, 被災の拡大を

軽減する応急緊急対策を実施することが防災対策上不

可欠である. 火山噴火活動の停止時期は誰も予想できな

いが, 数年間で終息することを前提として, まず土石流

対策を行うことが妥当であると判断される. また, 現行

法では, 土石流によって被災した私有地の買い上げ制度

24



がない以上, 自力復興を支援するために, 被災地を防災

工事用地に指定して, 広く買い上げることが被災者対策

上必要な手段である. 平成5年4月28日 に発生した今

回の噴火による既往最大の災害に対して, 市街地を守れ

るかどうかが判断の一つの基準であり, 建設省および長

崎県はこれに対応できることを目標に応急 ・緊急土石流

対策を実施した. しかし, 火山災害は規模が大きくなる

と対策の文橡 とならないことも考えられる. このような

場合の火山災害対策も議論しておくべきであろう. 

 土石流 ・火砕流による被害の拡大, たび重なる避難, 

眉山崩壊の不安, 追いつかない応急対策, 個人補償がな

い被災者対策と災害対策の課題は多かった. しかし, 島

原の住民は現地での生活再建を希望している, この3年

間, 噴火活動と並行して災害対策の対応技術を蓄積 し, 

当面の緊急対策がやっと揃った段階となった. 平成5年

8月以降, やっと住民, 市, 県, 国の一体となった取り

組みが出来る状況になった. 復興の形がおぼろげながら

見えてきた時期となった. 

(5)土 石流の恒久対策着工に向けての動き

a)警 戒区域内の有人施工

 平成5年6月26日 の火砕流の拡大によって, 警戒区

域が広域農道まで拡大されたため, 9月末日までは広域

農道より下流側の対応に限られた. その後, 平成5年9

月30日 以降の警戒区域の解除に伴って,  「雲仙 ・普賢

岳土石流災害に関する緊急応急対策工法検討委員会」で

提言された防災工事が順次実施された(表 一2). これ

らの工事によって次の3つ の施設が完成した. 

 (1)仮設導流堤:国 道57号 下流の左岸10基 右岸7基, 

       計2, 767rn

 (2)遊砂地:1号, 2号遊砂地内の除石(捕捉容量24万

      m3)

 (3)水無川本川:河 道掘削ならびに堤防嵩上げ

 また, 深江町によって広域農道から国道251号 間の水

無川本川の堤防の嵩上げ区間に盛土による補強がなさ

れた. 警戒区域内においては, 島原市の要請によって陸

上自衛隊が国道57号 より上流に左岸側盛土ヒ(高さ31n, 

長さ530rn)を 施工した. 

 しかし, 国道57号 より下流の砂防施設では, 平成5

年4月28日 ～29日に発生した土石流による土砂を, 水

無川本川と仮設導流堤に貯留することは不可能であっ

た. 当面これまでの最大規模の土石流に対して, どのよ

うに対応するかが大きな課題となった. このためには, 

国道57号 上流側に土石流被害区域の拡大を防止する施

設が必要である. 

 平成6年 の梅雨期を迎える前に, 警戒区域内の3号 遊

砂地周辺の施設整備を図ることが土石流による被害区

域の拡大防止にっながる. そのためには, 警戒区域を縮

小するか, もしくは警戒区域内で砂防工事を行うかの2

案が考えられた. 警戒区域を防災工事のために縮小した

場合, 一般住民の立入りを制限することが困難である. 

また, 工事中の作業員の安全が確保されないままでの工

事は危険である. 

 このような状況を踏まえて建設省雲仙復興工事事務

所は警戒区域の設定の有無にかかわらず, 火砕流および

その熱風に対して砂防工事を安全に施工するシステム

を検討する 「雲仙 ・普賢岳直轄火山砂防事業に関する安

全対策委員会」を平成6年2月 に設置した. この委員会

の初会合で, 警戒区域内において仮設導流堤を国道57

号を起点として左岸側は1号 砂防ダム袖部まで1, 040m, 

右岸側は設置予定の4号 遊砂地上流までの570m区 間に

施工することが認められた. 陸上自衛隊によって高さ3

rnの土堤が既に施工されていた. この土堤は応急対策と

して築堤されたものであり, 土石流による侵食, 洗掘お

よび衝撃に対して破壊されやすい構造となっている. 

 建設省はこの土堤を活用して鋼矢板の打設およびソ

イルセメントで補強しながら仮設導流堤を建設した. 火

砕流に対して安全を確保するために, 監視 ・警報施設, 

避難対策, 安全施設などの安全対策を立案し, 委員会で

審議して, 決定した. この委員会で陸上自衛隊による火

砕流発生の無線通報を活用した, 作業員の避難計画が策

定された. 火砕流本体部が工事区域に到達する時間3, 8

分～4. 5分に対し, 計画熱風範囲外までの避難距離は400

m～600=m程 度となる. 

 このため, 徒歩による避難は困難で, 車両による避難

方法が計画された. 避難シミュレーションによって避難

行動計画のシステムが検証された. 工事に当たっては, 

避難マニュアルを作成し, 作業従事者に避難方法の周知

を図るとともに避難訓練土を毎週1回 定期的に行いなが

ら, 仮設導流堤が建設され, 平成6年7月31日 に完成

した. 

表-2 土石流の応急 ・緊急対策の内容
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 平成6年5月 当時, 3号遊砂地に土砂が推積していた

ため, 遊砂地の機能を果たしていなかった. その機能を

回復させるために, 3号遊砂地の除石が平成6年5月 の

安全対策委員会において検討された. 無人化施工による

除石は, 有人施工に比べ工事費が割高になるため, 火砕

流に対する作業従事者の安全が確保できる範囲につい

ては有人施工が検討された. これによって, 3号遊砂地

周辺の除石範囲が決められた. このような委員会の承認

にもとついて, 建設省雲仙復興工事事務所は6月20日

から警戒区域内に堆積した土砂の除去作用に着手した. 

梅雨時期を考慮し, 10日間程度の工期とし, 今回は国道

57号から3号遊砂地の下流部分までの幅150rn, 奥行き

200m, 15, 000m3の 土砂を除去し, 被災前の現地形に

した. 

b)無 人化施工6)

 火砕流に対する警戒区域が長期にわたって設定され

ている. 地域の安全を早期に確保するためには, 警戒区

域内での施工技術が望まれていた. 有人施工の検討に先

立って, 建設省は平成5年 度より導入された試験フィー

ルド制度を利用した無人化施工を平成5年7月 に一般

公募した. 実施に当たっては, 表一3に 示す公募のため

の施工条件が要求された. その後, 応募があった34社

45件 について書類審査ならびにヒアリング調査が行わ

れ,  「雲仙における無人化施工に関する委員会」におい

て技術水準を満足し, かつ平成5年 度内施工が可能と判

断された6社 の提案の技術が採用された. いずれも砂防

区域内で施工可能な技術が採用された. 各施工箇所は, 

国道57号 上流の警戒区域内に1, 2工区, 下流に3, 

4工 区, 国道251号 下流に5, 6工区が設置された. 工

事の内容は無人のブルドーザー, バックホウ, ダンプト

ラックなどを遠隔操作により土砂の掘削, 積込, 運搬の
一連の作業を行うもので, 6社 合計の施工量は, 約

31, 000m3, 面積は約22, 000 m2で あった. 平成6年3

月に除石工事が実施され, 以上のような試験施工の実績

に基づいて今後の砂防事業への実用化力河能かどうか, 

評価 ・検討がなされた. この結果, 無人化施工の有効陸

が確認され, 今度の防災工事に採用されることになった, 

現地の施工結果から有人施工に対する無人化施工の施

工効率は, 約50%程 度と評価された. 有人施工の安全が

確保されない3号 遊砂地の土砂除去については無人化

施工による土砂除去が平成6年10月 から平成7年3月

に実施された. 

c)砂 防の恒久対策

 水無川流域には, 仮設導流堤の完成, 水無川本川の拡

幅堤防の嵩上げが完成し, 平成5年4月28日 の土石流

には対応できるような容量が確保された. しかし, 水無

川と導流堤に分流させることができるかどうか, 連続し

た降雨に対して除石が間に合うかどうかなどの不安が

ある. この流域の安全を確保するためには, 基幹ダムで

ある水無川1号 砂防ダム(図 一3参 照)の 早期着工が地

元から強く要望されていた. また, 平成5年6月 の建設

省の応急. 緊急対策委員会でも, 1号砂防ダムの袖部の

着工が決定していた. 平成7年 度の建設省の概算要求で

水無川1号 砂防ダムの建設が認められた. 1号砂防ダム

の基本計画が終わってから, 建設省は, 「水無川1号 砂

防ダム施工計画検討委員会」を平成7年1月 に設置した. 

ここで, (1)溶岩の供給量が数万m3/月 で推移している

こと, (2)山頂東側に新たな溶岩ドームが発生しないこと

を前提に有人施工の計画を決めた. 主事の安全対策とし

て, 火砕流発生前の前5日, 前10日 の火山性微動の回

数を指標に, 火砕流の到達距離を到達レベル1, 到達レ

ベルII, 到達レベルIIIと決めた. このレベルごとに安全

対策を検討するとともに, 施工計画を策定した. 

 この安全対策は, これまでの火砕流の発生の状況をも

とにシステム化されており, 前回の計画よりもはるかに

良くできており, 成果が期待される. また, 工事に先だ

って, 4号遊砂地の掘削が行われ, 応急. 緊急対策の充

実が図られた. 

4, 火山災害に対応できる都市施設の整備

 都市施設が自然災害を受けると, 市民生活が大きな影

響を受けるため, 都市住民の生命, 財産を守るため都市

防災が行われてきた. これまで, 震災対策, それに伴う

火災対策, 風水害対策が重点的に行われてきた. 今回の

雲仙 ・普賢岳の火山災害で, 火山灰, 火砕流, 土石流, 

噴石などによる市街地への影響が大きいことが改めて

示された. 火山活動に対する都市防災の必要性が, 市街

地および都市域の拡大に伴い増している. 日本には83

の活火山があり, 毎年約10の 活火山で噴火や火山性異

常現象が生じており, その活動が市そ錘也に被害を及ぼす

可能1生が潜在的に存在している. しかし, 火山災害が最

近市街地で発生していないため, 都市防災対策は確立し

ていない. 

 鹿児島市および島原市などの火山地域の市街地にお

表-3 雲仙における無人化施工の公募した技術内容と施工

    条件(文 献6よ り引用)

26



いては, 「活動火山特別措置法」により, 堆積土砂排除事

業および降灰除去事業などが道路に対して実施されて

いる程度である. 建設省都市局では, 火山災害に対して

強い都市づくりを推進するため, 火山災害要因に対応し

た市街地整備のあり方と, 復旧・復興活動の支援が可能

となる都市施設の整備水準, 整備方策を検討し, あわせ

て火山活動に対応した市街地整備に関する指針を策定

する委員会を平成4年 に設置した. この委員会の名称は

「火山活動に対応した都市の防災対策に関する調査委員

会」で, 数回討議が行われた. 

 火山災害は噴火の規模が大きくなると, 対策可能な計

画規模を超えてしまう. このため, 現実的な施設による

対応が困難であること, 火山発生危険区域を事前に設定

することが困難であること, 火山の周辺地域が都市計画

決定されていないために都市計画的に土地利用規制を

することになじまないことなどもあって, 指針の策定ま

でには至らなかった. 現在, 国土庁によって全国の活火

山のハザードマップが作成され, 公表されつつある. ハ

ザードマップに提示された災害発生リスクの高い地域

の都市施設には対策が必要と思われる. 災害が発生して

からの対策は不可能に近い. 

 この委員会で議論された都市施設の防災対策の項目

と整備 ・活用方針の例を表一4, 5に示す. これらをも

とに議論した火山活動に対応した都市の防災対策のあ

り方の都市計画的対応をまとめると, 表一6の ようにな

る. 火山災害から市街地を守るために, 土地利用規制や

市街地開発事業の活用とともに, 都市施設による対応が

挙げられている. 土石流から道路を守るため地下化およ

び公共施設の地下を利用した備蓄基地などの活用など

がある. さらに, 地上部では道路や公園などのオープン

スペースを利用した住民の大量避難のための退避スペ
ース, 土石流から避難するための高い地域への退避機i能, 

降灰を除去しやすい施設の構造改善などがある. このう

ち, 道路の活用と土地区画整理事業は, 雲仙普賢岳火山

災害による被災地の復興計画でも取り上げられている. 

道路の活用は, 地域連携軽構想「道の駅1を火山地域では
一時退避機能, 降灰堆積機能を合わせもたせようとする

発想である. 「島原地区防災都市計画策定調査」7)(平成

5年9月)で は, 退避スペースの確保のために提案され

ている. 市街地開発事業の一つである土地区画整理事業

は, 土砂に埋まった水無川下流域の安中三角地帯を嵩上

げして区画整理を行い, 住宅を復興するために計画され

ている. この他に島原市では, 道路の側溝のふたを降灰

を流しやすいグレイチング構造にして欲しいという市

民の要望が高い. 

 島原市の都市施設とライフラインが今回の火山災害

を教訓に導入した対応策をまとめると, 表一7の 結果を

得る. ライフラインでは, ブロック化, ネットワーク化, 

多ルート化による孤立防止対策の他に, 土石流対策とし

表-4 火山災害要因に対応する対策 ・検討項目

表-5 都市施設等の整備 ・活用方針

表-6 噴火活動に対応した都市の防災対策のあり方一都市

    計画の対応

表-7 雲仙普賢岳の火山災害の被災地における都市=施設の

   火山災害対策
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て, 鉄塔基部のコンクリートブロックによる補強, 通信

ケーブルの地中化, 火砕流の影響を受けない位置への送

電鉄塔の移設, 高鉄塔化などの工夫がなされている8). 

土石流. 火砕流による有線の通信ケーブルの代替として, 

無線ルートが採用された. 降灰は, 電気の絶縁抵抗の低

下, エンジン・モーター, 空気取り入れ口の目づまりな

どが生じ, 停電 信号機の故障, 列車のストップなどが

生じた. 屋外にある公衆電話機iの故障も相次いで発生し

た. 火山灰がテレホンカードやコインを読み取るセンサ
ーに付着して故障が生ずる. これに対して, NTT長 崎

支店は島原半島内8か 所に, 火山灰の侵入を防ぐ「ファ

ン付き公衆電話機1を試験的に導入した. 

5. 火山活動と共生できる道路整備の課題

 火山活動や土石流による災害が今後も続くことを前

提として, 災害に対応した道路整備を推進する必要が生

じた. 長崎県は, 平成4, 5年度に 「島原地域防災都市

計画策定調査」7)を行い, 今回の噴火災害を踏まえた道

路の見直しを行い道路整備を進める上でのマスタープ

ランを作成するための議論をし, これをまとめた. 島原

地域における防災道路に必要とされる機能をまとめた

のが図一67)で ある. このフローをもとに, 道路整備の

あり方をまとめると次の結果が得られる. 

(1)災害予防システムの整備 … 災害予知システム, 情

 報提供システム, 交通規制および交通誘導システムの

 整備

(2)道路構造の耐災害性の強化 … 土石流対策として橋

 梁方式, 火砕流対策としてトンネル方式の適用

(3)災害時における円滑な避難路の確保 … 避難路とし

 ての容量および速度水準の確保

(4)避難スペースの確保 ・・・災害時の避難場所として機

 能させる 「道の駅」の設置

(5)代替機能をもつ道路ネットワークの構成 … 島原深

 江道路の重要性(諌土早道路先行事業)

(6)円滑な復旧作業と降灰対策 ・・・土石流堆積土砂の排

 除, 降灰除去などの対策

 また, 現状において上述した火山活動に耐えうる道路

の課題を満たす道路整備の方針をまとめると

(1)災害時の円滑な避難路の確保策として

 諌早方面への新規幹線道路「島原諌早道路」は, 国道

251号 とともに災害時の避難, 救急, 救援活動を支え, 

災害時の地域住民の生活を保証する道路の役割を果た

すことが期待される. 

(2)避難スペースの確保策として

 「道の駅」は平常は道路利用者に憩いの場を提供し, 観

光都市"島 原市"を 演出するとともに地域振興の核とな

る施設であるが, 災害時には1次 待避スペースとして機

能するものである. 駐車場, 物産館, 休憩施設, 観光案

内, 道路情報の提供の他に待避シェルターを有する施設

とする. 「道の駅」の活用は, よいアイディアで是非とも

実現が期待される施設である. 大量避難が必要とされる

場合の集合スペースとしても, 使用可能である. 

(3)道路構造の耐災害性の強化

 国道57号 の水無川流域は現在, 火砕流に対する警戒

区域となり通行止めとなっている. また, 同地区は, 砂

防工事の導流堤建設予定地でもあり, このままの道路構

造では土石流対策上も問題がある. 恒久対策として土石

図-6 島原市における防災道路の機能と整備のあり方(文 献7を 引用)

(機 能) (整備のあり方)
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流および火砕流に対して安全なトンネル方式もしくは

土石流に対して安全な高架方式の道路構造の検討が必

要である. 

6. 降灰に対する都市基盤の整備9)

(1)ア ンケート調査の概要

火山活動に伴って生ずる降灰に対して, 市民のニーズを

知るために, 著者らは, 平成5年10月 から同年12月 に

かけて島原市全体の1割 程度の世帯を対象にアンケー

ト調査を実施した, 調査票は, 島原市内の190の 町内会

の各町内会長に配布を依頼し, 郵送方式で回収した. 合

計1, 263部を配布し, 75%程 度の回収を得た(表一8). 

アンケートの第1部 では, 降灰の発生頻度の認識や生活

面, 職業面への降灰の影響などを聞き, 第2部 では, 生

活基盤や道路整備に対する市民のニーズ, 長期化した場

合の基盤整備で必要と思われることを聞いた. 

(2)降 灰の発生頻度の認識について(平 成5年)

 島原市における降灰の発生頻度は, 火山の爆発よりも

むしろ火砕流の発生頻度に大きく関係しており, 火砕流

の発生頻度の高い月ほど多量の降灰に見舞われる. 降灰

を受ける地域は, 火砕流の発生頻度や風向きなどに大き

く関係しており時期的に異なる. 平成5年 は5月 から7

月にかけて特に大量の降灰に見舞われたが, 平成5年 の

1年間を通してみると, 市民の半数以上が平均して 「1

週間に1回 程度」であったと認識していることがわかる

(図一7). 樹木や空地に堆積した降灰が, 風によって

舞い上がり, 長期間地域に影響を及ぼす. 

(3)日 常生活への影響

 噴火前に比べ水道の使用量が増えたかどうかを尋ね

た結果によれば, 実に95%以 上が噴火前に比べ水道の使

用料が増えたと回答している. 降灰は, 風や自動車の走

行によって巻き上げられて屋外で作業をする人や歩行

者などに降りかかったり, また周辺の住宅の敷地内に灰

が入り込むなどして二重の影響を及ぼすため, 住民は歩

道, 道路などに散水することが習慣となった. これに伴

ってほとんどの家庭で 「水道の使用量が噴火以前に比べ

増加した」と回答している. 市民からの水道料金の減免

の要望が島原市に寄せられたが, 水道事業は独立採算制

であるため, 減免は実現されていない. 島原市の上水道

はすべて地下水に依存しており, ダム建設の必要性がな

いため, 水道料金は周辺の市や町に比べて半分程度であ

る. 島原市水道課の調査によれば, 降灰除去による水道

料の上昇は全体で5%程 度であった. 

 大量の降灰に見舞われると, 国道や県道が通行止めに

なったり, 徐行運転のため交通渋滞が発生する. 道路に

積もった火山灰によって, スリップ事故やバイク. 自転

車の転倒事故が発生している. アンケートによれば, 

26%が スリップ事故や転倒事故を経験している. 道路上

の降灰が自動車の走行によって巻き上げられることも

あって, 島原市ではバイクや自転車に乗る人が減少した. 

また, 噴火開始当初は, 信号機iや遮断機が誤作動したた

め, 漏電対策や除去対策が行われた. 

 市民すべてが自家用車をもっているわけではないが, 

全体の半数程度の人が降灰で自家用車が故障したこと

があると回答した. その故障内容は 「窓(電動式のパワ
ーウィンドウ等)」や 「エンジン」,  「電気系統」など

多岐にわたっている. 自家用車以外にも「空調器」や 「自

動販売機」,  「公衆電話」などが降灰の影響で故障しや

すい(表-9). そのほか, ガス湯沸器, パソコン, ワ
ープロ, コピー機AV機 器, カメラなども挙げられて

表-8 地区別配布数, 回収数および回収率

図-7 平成5年 の降灰の発生頻度

%

□1日 に1回  13013. 7

■1週 聞に1回  54i 56. 9

■1ヵ 月に1回   186 19. 5

□2-3ヵ 月に1回  21 2. 2

□ 半年に1回    2 0. 2

□ 全 くない     O O. O

■ 季節 によリ異なる27 2, 8

□N.  A.     95 4. 7

 合 計    952

表一9 自家用車以外で, 日常生活の中で降灰の影響で故障し

   やすくなったもの

N=517人 (複数回答)
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おり, 屋外に設躍されているものばかりでなく室内に置

かれているコンピュータなどの機械類にまで影響が及

んでいる. 火山灰がセンサー部分に付着することによっ

て, 誤作動が生ずるようである. 

島原市では, 降灰袋および散水セットの各世帯への配

布, 水中ポンプを公民館に配備している. 道路, 学校な

どの公共施設の降灰除去は行政が行い, 私有地を個人が

行っている. 個人が除去した降灰は, 降灰袋に詰めて所

定の場所に置き, 島原市が回収している. 道路の降灰除

去は撒水車によって側溝に流している. 

島原市における降灰は, 火砕流の発生に伴って砕けた

火山灰であるため, 鹿児島県の桜島における爆発に伴う

降灰に比べると粒子が非常に小さい. そのため, 屋外に

設置された公衆電話や自動販売機の硬貨投入口から内

部に入り込んだり, 小さな隙間などから室内に侵入した

火山灰がコンピュータ類の内部に入り込んだりして故

障の原因になっているものと考えられる. 

日常生活全体について, 降灰の影響で困っていること

を尋ねた結果を表一10に示す. これを見ると, 特に 「降

灰の除去」, 「洗濯物が屋外に干せないこと」, 「窓が

開けられないこと」の3項 目については住民のほぼ全員

が困っている. そのほか, 「雨どいが詰まること」や 「植

物が育たないこと」, 「戸や窓が開閉しにくくなること」

などが続いている. 降灰は, 放置しておくと風などによ

って再び空中に巻き上げられるため, 降灰があるたびに

除去しなければならず, 除去作業は市民にとって苦痛と

なった. また, 降灰の室内への侵入を防ぐため夏季の暑

い日でも窓を開けることができず, クーラーの使用が多

くなり電気使用料金も増大する. 雨どいが詰まると修理

が必要となるが, 素人には難しく専門業者に依頼するこ

ととなり, これもまた家計の負担につながっているよう

である. 雨どいの修理は一時シルバー人材センターが行

ったが, 危険であることの理由で中止された. 

(4)降 灰対策に対する個人や地域の工夫

これまで述べてきたように, 降灰が市民生活に及ぼす

影響は, 健康面や生活面, 職業面など多岐にわたってい

、る. これに対し, 個人や地域でもいろいろ工夫をして降

灰除去を行った. 

個人では, 雨どいを取り外したり, あるいは家の周囲

にU字 溝を作って屋根の灰を流し込むなど, 住宅面での

工夫が特に目立っている. また, 地域的には, 共同で降

灰除去作業を行ったり, 散水用の水中ポンプを貸し出す

などして降灰を除去している. 地域での共同作業は, 個

人ではできないような場所の降灰を除去できることお

よび降灰を全域で除去できるため, その効果が大きいな

どの利点があるが, 作業に参加しない者や, 会社勤め, 

病気がち等で参加できない者もあり人間関係がぎくし

ゃくしマイナス面が出てきたといった意見も聞かれた. 

(5)こ れからのまちづくりへの要望

今後噴火活動が長期化した場合, まちづくりのうえで

必要と思われることを聞いたところ, 表一11の結果を得

た. 「散水車の台数を増やし, 降灰を迅速に除去できる

ようにすること」や 「散水車が入れないような狭い道路

の降灰除去」, 「降灰を流しやすいような側溝の構造を

工夫すること」が選ばれている. これらはいずれも降灰

の除去に関する項目であり, 「シェルターの設置」や 「地

下街を造る」といった降灰から逃れるための対策に関す

る回答は少ない. 学校のプールが屋根付きに改造された

が, 屋外施設を積極的に造るべきだとまで言っていない. 

(6)行 政への要望

活動火山対策法に基づいて, 国は道路などの降灰除去

事業などの補助や, 降灰防除対策として, 学校, 保育所, 

福祉施設の空調設備などの整備を行ったり, 医療施設, 

表-10 日常生活で, 降灰で困る こと

N=952人(複 数回答)

表-11 まちづ くりの うえで, 降灰 に対 して必要なこと

N=952人(複 数回答)
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中小企業に対する降灰防除のための資金融資を行って

いる. 長崎県は国の対策では対応できない分野を, 長崎

県義援金基金をもとに補完し, 園芸施設の降灰対策とし

て防塵ビニールハウス, 付帯設備などの助成を行ってい

る. 地元の市や町では, 義援金基金を用いて, 国および

長崎県の対策に対して補助率のかさ上げを行ったり, 生

活に密着した対策を行っている. 島原市の建設課によれ

ば, 平成5年6月 現在の統計で, 1世帯平均80袋, 1

トン強の火山灰が搬出されている. 

 降灰対策に関して行政への要望を聞いたところ, 表一

12に示す結果を得た. 現在散水車は国道などの大きな道

路にだけ導入されており, 幅員が4m以 下の狭い道路は

散水車が入って行けないこともあり導入されていない. 

そのため, 周辺に住む市民の手によって散水や降灰除去

がなされているが, これはそう容易な作業ではない. 特

に 「歩道や狭い道路への散水, 降灰除去」が行政の手に

よって行われることを市民は強く望んでいる. 行政は降

灰の発生がいつまで続くかという判断がつきかねてい

た. 早期に終息すれば, 過大投資になるため, 歩道や狭

い道路の降灰除去の機材の導入は行っていない. 

 また, 島原市が行っている降灰袋の配布と回収に関し

ても, 降灰袋が捨てられるペースに比べ, 回収ペースが

遅すぎることもあるため, 放置されたままの降灰袋もあ

る. 市民は回収ペースを早くしたり, 除去した降灰を個

人でも捨てることのできるような場所の確保などを行

政に望んでいる. しかし, 各人が降灰を捨てに行くシス

テムにすると, 降灰以外のゴミも混じるおそれもあり, 

島原市はこれを認めなかった. 住民から, 鹿児島で使用

されている吸収式の降灰除去車の導入の要望があった

が, 島原の降灰の粒子が細かいため使用できないとの結

論になった. 

7. まとめ

 本研究では, 災害の長期化に伴う防災対策, 都市基盤

整備のあり方および市民のニーズについて述べた. 以下, 

得られた結果をまとめると, 

 (1)火 山災害には, 災害の長期化を前提とした防災対

策の立案が必要である. 地域における被害拡大防止のた

めには, 応急 ・緊急対策を積極的に行うべきである. 

 (2)火 山災害が継続しても防災工事が行われるよう

に, 今回無人化施工および安全管理システムを作成して

の有人施工が導入された. 応急的な土のう積みや矢板工

だけでは, 被害の拡大を防げなかったことを考慮すると, 

これらの手法を用いた本格的な応急・緊急対策は有効で, 

合理的な方法であり, 今後の活用が望まれる. 

  (3)火 山災害が発生するおそれがある市街地では, 

道路, 公園, 側溝, ライフラインなど都市施設を土石流, 

降灰, 火砕流に対して安全を確保できるような対策を立

案することが必要である. 現在作成 ・公表されている活

火山のハザードマップをもとに, 避難対策だけではなく, 

土地利用や都市基盤の確保管理についても検討するこ

とが必要である. 震災対策や風水害対策と同様に火山災

害対策を整備すべきである. 

 (4)火 山市街地では, 多量避難が考えられるために, 

避難道路の確保が重要である. 避難道路の機能を果たす

ためには, 道路容量の確保が必要である. また, 多量避

難の退避スペースとして, 「道の駅」を整備するアイディ

アが提案されており, 市外への市民の脱出時の集合場所

などに整備することが望まれる. 

 (5)降灰は被災地のみならず, 地域全体の市民生活に

影響を及ぼす. 火砕流の降灰は粒子が細かく, 家屋や機

械などに入り込み, 除去も水で流すしかなく, 処分が大

変である. 市民アンケートによれば, 生活全体に影響を

及ぼしている. 市民は, 降灰対策として, 撒水車が入ら

ない4rn以 下の道路, 歩道, 公園, 駐車場, 空地などの

降灰の除去を行政に要望している. また, 降灰が流しや

すい側溝の構造改善, 降灰袋の早期回収や個人による降

灰袋の搬入を望んでいる. 

 (6)降 灰に強いまちづくりについて市民意見を求め

たところ, シェルターや地下街などの降灰の影響を受け

ない施設のニーズは少なく, 降灰の能率的な除去を望ん

でいるごとが明らかにされた. 

 本報告をまとめるにあたって, 建設省雲仙復興工事事

務所, 長崎県災害対策本部, 島原市災害対策本部, 長崎

県島原振興局, 東京大学社会1青報研究所, NHK長 崎放

送局, 著者が参加している土木学会および建設省などの

行政機関の委員会, 新聞報道記事をはじめ, 数多くの組

織および個人の資料, 意見を参考にしたことを付記する. 

また, 本研究を行うにあたって, 平成5年 度長崎大学教

育研究学内特別経費(学 長指定プロジェクト)および平

成5年 度(財)前田記念工学振興財団の研究助成を受け

たことを付記する. 

表-12 降灰対策で行政に望むこと
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AN INVESTIGATION ON CONSTRUCTION OF FACILITIES AND EQUIPMENTS

FOR COUNTERMEASURES AGAINST DISASTERS AND URBAN FACILITIES

LEARNED BY PROLONGED AND ENLARGED VOLCANIC A OF MT. 

FUGEN IN UNZEN

Kazuo T SHI and Makoto FUJII

The long-term volcanic activity of the Fugendake of Unzen Volcano rendered severe bad effects on the local economy in

commerce, industry and agriculture. The Ministry of Construction showed a project to construct a superdam for erosion control. 

Following up on the making the reconstruction plan, the reconstruction plan in Unzen eruption hazard area is investigated. It is very

important to accommodate facilities and equipments for countermeasures against disasters and urban facilities to the long-term

volcanic activity in Shimabara district. A survey is undertaken to know need about the countermeasure for improvement of urban

infrastructure, considering the prolonged volcanic activity. In this paper, the results are shown and discussed. 
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